
（１）虐待防止マニュアルの整備 ①現行の虐待防止マニュアルについて、組織として断固とし

①虐待防止マニュアルに組織として虐待防止を て虐待の発生する環境をつくらないことを明記し、その方針

実施する義務に対する姿勢が明確にされていない 及び具体的施策をマニュアルに追記を行う。

②管理者が虐待早期発見の責任者であることが ②虐待予防・早期発見の責任者を明確にし、日常実施すべき

明記されていない 役割をマニュアルに反映させる。

③継続的な虐待防止教育や早期発見のための体制 ③虐待防止委員会の組織作りと委員会議事録及びヒヤリ

づくりが明確化されていない ハットを安全委員会と共有し、虐待の早期発見と継続的な

教育展開ができる組織づくりを実施する。

（２）職員全体に対する虐待防止 ①虐待防止委員会立ち上げ後、虐待防止マニュアルを改訂。

マニュアル等の周知徹底 その後、早期発見のポイントや通報義務について内部監査

①虐待防止マニュアルの早期発見や通報義務に にて理解度を確認。理解が低い点について、各所属において

ついて職員の理解が低い 学習会を開催し徹底する。

②定期的な教育がされていない ②年間教育計画内に４月の入職者研修時に新人対象で「虐待

防止マニュアルの理解」研修を実施すること

（年度途中で新たに職員を採用した場合は、同様の対応を

行うこと。）9月度、虐待防止自己点検シート実施後、結果

を受けた形で「虐待防止研修」を全職員対象で実施すること

を入れる。

（３）第三者委員会の設立及び施設内での ①虐待防止マニュアル内に

虐待が発生した原因の究明と検討 ・第三者委員名簿（連絡先を含む）

①第三者委員会の設置に関わる規定がない ・第三者への連絡方法

②虐待発生時の原因究明と検討できる体制がない ・第三者委員会開催規定及び議事録作成規定を追記する。

②虐待発生時（疑いを含む）その事実確認後、即日虐待防止

委員会を開催し、前後情報の記録の確認・職員ヒアリング

実施し、時系列分析及び対策立案実施することを虐待防止

マニュアル内の虐待防止委員会規定に追記する。

※ただし、高齢者虐待防止法に基づく通報は上記過程を経な

いと行えないものではないため、法に基づく通報等を妨げな

いよう、通報義務に関する説明は別途記載すること。

（４）職員の外部研修の実施と評価の充実 ①安全委員会と連携し、外部研修情報を収集し、３年目以上

①虐待対応に関わる職員の外部研修が実施されて の職員は全員１回は虐待に関わる外部研修を受講することを

いない 虐待防止マニュアルに規定する。その上で、年度末に未受講

②虐待対応に関わる研修評価制度がない 者について、各所属長から事由書及び受講計画予定表の提出

を規定する。

②外部研修受講者は、当該受講年度でチームを組み、虐待

防止研修会（９月度）の研修実施を行い、研修受講者からの

アンケートによって理解度の評価とする。理解度が低い内容

については、当該研修チームで再度その項目に関わる研修を

実施することを規定する

指導内容 改善内容

指導に沿った改善計画例
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